
三重県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する 

条例の一部を改正する条例案について 

 

第１ 内容 

  特別職に属する国家公務員の期末手当の支給割合の改正等に鑑み、三

重県議会議員の期末手当の年間支給割合を１００分の３５０（現行１０

０分の３４５）に改正するものである。 

 

 

第２ 施行期日 

   この条例は、公布の日（一部令和８年４月１日）から施行するもの        

 とする。 
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す
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三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 

第
一
条 

三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年

三
重
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改 

 

正
す
る
。 

改 
 

正 
 

後 
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第
九
条 

（
略
） 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
基
準
日

現
在
（
同
項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、

任
期
満
了
、
辞
職
、
失
職
、
死
亡
等
に
よ
り
そ
の

職
を
離
れ
た
日
現
在
）
に
お
い
て
支
給
す
べ
き
議

員
報
酬
月
額
及
び
議
員
報
酬
月
額
に
百
分
の
四

十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、
六
月
に
支

給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
七
十
二
・

五
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十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分

の
百
七
十
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
一
般
職

に
属
す
る
職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
の
例
に
よ

り
一
定
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
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と
す
る
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す
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は
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則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関

す
る
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
（
次
項
に
お
い
て
「
新
条
例
の
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
七
年
十

二
月
の
期
末
手
当
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
期
末
手
当
の
内
払
） 

３ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関

す
る
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
令
和
七
年
十
二
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
は
、
新
条

例
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。 

 

提
案
理
由 

 

特
別
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
の
改
正
等
に
鑑
み
、
三
重
県
議
会
議
員
の
期

末
手
当
の
支
給
割
合
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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区　　　分

予 算 1 件
条 例 案 件 議案1件
その他議案 件
認 定 件
報 告 件
提 出 件

計 1 件

◎予算
（1件）

　総務部 【議案第 200 号】令和7年度三重県一般会計補正予算（第７号）

令和７年三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その16）

件　　　名 概　　　要

（県議会議員の期末手当の改定に伴い、期末手当を増額するための補正
予算。補正額　約3百万円）

資料２
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１　開催年月日 令和７年１２月３日（水）

本会議休憩中

全員協議会室

備考

　  一括聴取

　  一括聴取

　  一括聴取

子ども・福祉部 ○

令和７年定例会　１１月定例月会議

議案聴取会日程(案)

一括聴取

○

３　聴　取　順

２　場　　　所

所　管　名 議案

○

総務部 ○

医療保健部 ○

議会事務局 ○

病院事業庁

○

教育委員会 ○

地域連携・交通部

環境生活部

県土整備部 ○

○

○

資料３

※議案第186号「令和7年度三重県一般会計補正予算（第６
号）」に係る関係部局の人件費については、総務部から一括し
て説明

（１）議提議案

（２）知事提出議案

企業庁 ○

雇用経済部

農林水産部
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１２月３日の議事予定 

代表者会議 

執行部説明会 
議会運営委員会 

 

開 議 

諸報告    ・議提議案の配付について 

・議案の配付について 

・三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例

の規定に基づく予算に関する補助金等に係る資料の配付に

ついて 

日程第１ 県政に対する質問 

〔一般質問〕 

日程第２ 議提議案第６号 

     〔提案説明〕 

日程第３ 議案第１８４号から議案第２００号まで 

     〔提案説明〕 
 

（休憩）  議案聴取会 

      議会運営委員会 

      予算決算常任委員会理事会 

 
諸報告    ・人事委員会意見書の配付について 

日程第４ 議案第１８４号から議案第２００号まで並びに 

議提議案第６号 

     〔質疑、委員会付託〕 

休会の件 

散 会 

 

予算決算常任委員会政策企画雇用経済観光分科会 

予算決算常任委員会防災県土整備企業分科会 

予算決算常任委員会医療保健子ども福祉病院分科会 

 

予算決算常任委員会総務地域連携交通分科会 

予算決算常任委員会環境生活農林水産分科会 

予算決算常任委員会教育警察分科会・教育警察常任委員会 

資料４ 
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